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今
だ
か
ら
自
治
会 

―

　

自
治
会
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

　
自
治
会
と
は
、
住
み
よ
い
暮
ら
し
の
た
め
に
地
域
住
民
の
皆
さ
ん
が
自
主
的
に

組
織
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
で
す
。
現
在
、
市
内
に
は
２
３
５
の
自
治
会
が
あ
り
、

地
域
の
中
心
と
な
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
自
治
会
活
動
に
対
し
て
、
よ
り
深
い
ご
理
解
を
い
た
だ
き
、
皆
さ
ん
の
積
極
的

な
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

市公式SNS
友だち募集中!

助
け
合
え
る
地
域
づ
く
り

　
自
治
会
で
は
防
災
訓
練
の
実
施
、

自
主
防
災
組
織
の
結
成
、
高
齢
者

世
帯
の
見
守
り
な
ど
、
住
民
同
士

が
支
え
合
い
、
助
け
合
え
る
地
域

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
災
害
時
に
お
い
て
も
、
地
域
住

民
の
皆
さ
ん
と
協
力
、
情
報
交
換

を
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
安

全
確
保
に
つ
な
が
り
ま
す
。

安
全
・
安
心
な
地
域
づ
く
り

　
防
犯
灯
の
設
置
・
管
理
、
防
犯

パ
ト
ロ
ー
ル
、
交
通
安
全
運
動
、

子
ど
も
や
高
齢
者
の
見
守
り
な
ど
、

赤
ち
ゃ
ん
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、

全
て
の
住
民
が
安
全
・
安
心
に
暮

ら
せ
る
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

清
潔
で
美
し
い
ま
ち
づ
く
り

　

ご
み
集
積
所
の
管
理
・
清
掃
、

公
園
や
道
路
な
ど
の
除
草
・
清

掃
、
花
壇
づ
く
り
な
ど
美
し
い
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。
ま

た
、
ご
み
の
減
量
や
リ
サ
イ
ク
ル

活
動
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ふ
れ
あ
い
の
あ
る

明
る
い
ま
ち
づ
く
り

　
地
域
住
民
の
皆
さ
ん
と
の
交
流

の
場
が
増
え
、
地
域
の
情
報
な
ど

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
機
会
が
増

え
ま
す
。

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に

あ
な
た
の
力
を
！

　
少
子
高
齢
化
が
進
む
中
、
誰
も

が
明
る
く
健
や
か
な
生
活
を
営
む

た
め
に
は
、
行
政
や
個
人
の
力
だ

け
で
な
く
、
地
域
の
力
が
必
要
不

可
欠
で
す
。

　
今
こ
そ
自
治
会
に
加
入
し
、
皆

さ
ん
と
力
を
合
わ
せ
て
、
安
全
・

安
心
な
住
み
よ
い
ま
ち
を
築
き
、

守
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
自
治
会

へ
の
加
入
は
、
お
住
ま
い
の
地
域

の
自
治
会
長
ま
た
は
班
長
（
組

長
）
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

お
住
ま
い
の
地
域
の
自
治
会
、

自
治
会
長
が
分
か
ら
な
い
場
合
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

茂
原
市
自
治
会
長
連
合
会
事
務
局

（
生
活
課
内
）

☎
⒇
１
５
０
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６
０
０

メールアドレス：kikaku＠city.mobara.chiba.jp メールアドレス：kikaku2＠city.mobara.chiba.jp

茂原市総合計画 後期基本計画（案） 第５次 茂原市男女共同参画計画（案）

パブリックコメントを募集します

提出先・問合せ　企画政策課（４階）〒297-8511 茂原市道表１番地　☎（20）1516　 （20）1602

　市では、市政運営の指針となる「茂原市総合計
画」の中の「前期基本計画」（令和３年度から令和
７年度）が終了することから、令和８年度以降の

「後期基本計画」（令和８年度から令和12年度）の
策定を進めています。
　計画の策定にあたり、市民アンケートなどでご
意見をいただいたところですが、さらに広く市民
の皆さんからご意見をいただき、計画案に反映さ
せるため、パブリックコメントを募集します。

　市では、男女共同参画社会を実現するため、「第
５次 茂原市男女共同参画計画」の策定を進めて
います。
　計画の策定にあたり、広く市民の皆さんからご
意見をいただき、計画案に反映させるため、パブ
リックコメントを募集します。

◆提出期間	 11月20日㊍～12月22日㊊　
◆計画（案）の閲覧場所	� 企画政策課、同課ウェブページ、市役所１階情報公開コーナー、本納支所
◆意見の提出方法	 企画政策課へ持参、郵送、FAX、メールにて（土日・休日を除く）
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